
第２版

　目白大学・目白大学短期大学部では、キャンパス
ごとに研究者、研究費に携わる方々からの研究活動
に関するご相談を受け付けております。

　目白大学・目白大学短期大学部においては、「研究
活動上の不正行為及び研究費の不正使用の防止等に
関する規程」に基づき、以下の通り研究不正に関する
通報の窓口を設置しています。

研究活動についての相談窓口

研究不正に関する通報窓口

通報窓口

通報方法

新宿キャンパス
研究支援課

さいたま岩槻キャンパス
国立埼玉病院キャンパス

庶務課

目白大学地域連携・研究推進センター

東京都新宿区中落合4－31－1
TEL●03-5996-3110

E-mail●kenkyu@mejiro.ac.jp

埼玉県さいたま市岩槻区浮谷320
TEL●048-797-2115

E-mail●univsyomu@mejiro.ac.jp

〒161-8539 東京都新宿区中落合4－31－1
TEL●03-5996-3110
FAX●03-5996-3146

E-mail●fuseiboushi@mejiro.ac.jp

●電話、E-mail、FAX、書面又は窓口に
おける面談（原則として顕名で行う）



　目白大学・目白大学短期大学部は、本学の学術研究活動に
携わる全ての関係者に係る倫理的な態度と行動規範として、
「学術研究倫理憲章」を、さらに「研究倫理方針」、「研究活動上
の不正行為及び研究費の不正使用の防止等に関する規程」、
「研究費による物品購入等に係る取引停止等の取扱い規程」、
「目白大学人及び動物を対象とする研究に係る倫理審査委員
会規程及び同細則」などの規程等を定めています。

学術研究倫理憲章

学術研究活動に係る者の倫理的な態度と行動規範

研究倫理方針

学術研究の信頼性と公正性のための倫理的方針

研究活動上の不正行為及び
研究費の不正使用の防止等に関する規程

研究不正の防止と対応等に係る規程

目白大学における人及び動物を対象とする
研究に係る倫理審査委員会規程及び同細則

研究費による物品購入等契約に係る
取引停止等の取扱い規程

研究費による物品の購入及び製造、役務
その他の契約の取扱いに係る規程

人及び動物を対象とした研究が、
倫理的配慮のもとに行われることを目的とした

倫理審査委員会に係る規程等



学術研究倫理に係る規程等
研究活動上の不正行為及び
研究費の不正使用の防止等に関する規程　－抜粋－

【不正行為の禁止】
第３条 研究者等は、研究活動上の不正行為及び研究費の

不正使用（以下「研究不正」という。）を行ってはなら
ず、又研究不正の防止に努めなければならない。

【責任の範囲の明確化】
第１９条 研究者等は、研究倫理教育及びコンプライアンス教

育を受けなければならない。
　　　  ２ 研究費の管理を行う研究者等は、第１７条第３項に

規定する研究費に係る説明会、又は他の機関が開
催する倫理教育に参加しなければならない。
＊第１７条　３ コンプライアンス推進責任者は、研究

費の管理・運営における倫理意識の
向上のため、次の各号に定める事項
を行う。

（１）「目白大学・目白大学短期大学部に
おける研究倫理方針」を全学へ周
知徹底する。

（２）研究費に関する規則等を全学へ周
知徹底する。

　　　  ３ 研究者等が学外から獲得した研究資金等による研
究を行う研究代表者、研究分担者、連携研究者及び
研究協力者並びに同資金等に関わる事務職員は、
「目白大学・目白大学短期大学部学術研究倫理憲
章」の精神に則り、次の各号に定める規定を遵守し、
誓約文書等所定の書類（以下｢誓約書｣という。）を
執行開始前にコンプライアンス推進責任者に提出し
なければならない。
（１）目白大学・目白大学短期大学部 科研費使用ガイ

ドブック
（２）「経理規則」、補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）
及び関係法令、並びに交付等の際の条件

　　　  ４ コンプライアンス推進責任者は、前項に定める誓約
書を研究期間終了後５年間保管することとする。

　　　  ５ 研究者等は、研究費に関する執行の責任を負い、か
つ、当該執行に係る書類に記載された事項につい
て、責任を持って説明を行わなければならない。

　　　  ６ 第３項の誓約書の様式は、第７条第１項に規定する学
術研究倫理委員会の議を経て学長が定める。

【旅費・謝金等の適正管理】
第２２条 研究者等は、研究費に関する旅費・謝金等の支出は

「旅費規則」及び「学校法人目白学園謝金支給基準に
関する規程」等に従い、適正に執行しなければならな
い。

　　　  ２ 監査室は、研究費に関する旅費・謝金等の支出が適正
に執行されていることを監査するため、監査実施年度
分について抽出し、必要に応じて研究者・研究分担者
や謝金受領者等に対して事実確認を行う。

研究倫理方針　－抜粋－

７．情報・データ等の利用及び管理
①研究者は、研究成果の発表とは研究活動で得られた成果を客
観的で検証可能なデータ・資料を提示しつつ、研究者コミュニ
ティに向かって公開し、その内容について吟味・批判を受ける
ことであることを認識し、研究データを適切に保存・管理しな
ければならない。
②前項の研究成果に係る資料は、研究期間終了後５年間は保
存しなければならない。ただし分野の特性により他に保存期
間が定められている場合は、その保存期間によるものとする。
③研究成果に係る資料の保存については、研究成果の第三者
による検証可能性を確保できる方法により実施するものとし、
他に保存方法が指定されている場合は、それに従うものと
る。
④研究成果に係る研究データは、第三者から求めがあった場合
に開示しなければならない。
⑤保存期間中に、研究者の故意による研究データの破棄や不適
切な管理による紛失によって、不正行為の疑義を払拭できな
い事態を生じた場合の責任は、当該研究者に帰属するものと
する。

９．研究費の取扱
研究者は、研究費の源資が、学生納付金、国・地方公共団体等
からの補助金、寄付金等に由来することに常に留意し、法令、本
学の関連規則や規程、当該研究費の使用規定等を遵守し、研究
費を適正に使用しなければならない。



研究活動上の不正行為とは 研究費の不正使用とは


